
平成30年９月14日
厚生労働省共用第８会議室（20階）

午前10時から

１． 開　会

２． 審議事項

議題 １．

（資料 １）

議題 ２．

（資料 ２）

議題 ３．

（資料 ３）

議題 ４．

（資料 ４）

議題 ５．

（資料 ５）

議題 ６．

（資料 ６）

４． その他

５． 閉　会

ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤（ただし、ジシクロ
ヘキシルアミン４％以下を含有するものを除く。）の劇物の指定につ
いて

薬 事 ・ 食 品 衛 生 審 議 会

議 事 次 第
平成30年度 第１回毒物劇物部会

ジデシル（ジメチル）アンモニウム＝クロリド及びこれを含有する製
剤（ただし、ジデシル（ジメチル）アンモニウム＝クロリド０.４％以
下を含有するものを除く。）の劇物の指定について

メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤（ただし、メルカプト酢酸
１％以下を含有するものを除く。）の劇物の指定について

２2－フルオロ－３4－プロピル［１1,２1：２4,３1－テルフエニル］－１
4－カルボニトリル及びこれを含有する製剤の劇物からの除外について

モルホリン及びこれを含有する製剤（ただし、モルホリン６％以下を
含有するものを除く。）の劇物の指定について

３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－［（３Ｒ）－１，１，
３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル］－
１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド及びこれを含有する製剤（た
だし、３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－［（３Ｒ）－
１，１，３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－
イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド３％以下を含有する
ものを除く。）の劇物の指定について



（追加資料）
当日配付資料 １：

（参考資料１）
毒物劇物の判定基準（最終改定：平成29年２月）

（参考資料２）
平成30年度第１回 薬事・食品衛生審議会薬事分科会毒物劇物部会毒物劇物調査
会審議結果及び審議物質の製剤除外等の申請について（平成30年７月30日付薬生
薬審発0730第４号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）

平成31年度以降の毒物及び劇物指定のためのGHS分類で健康に対する有害
性が区分１～３及び危険物輸送に関する国連勧告で毒物又は腐食性物質で
ある物質


